
ペットや飼い主のいない猫の過剰繁殖等の対策について 

 

【調査の目的】 

  県では、所有者のいない猫の過剰繁殖による生活環境被害の軽減及び所有者不明の猫の引

取数を減らすことを目的として、平成２６年度から地域猫活動支援事業を実施し、地域住民

と市町村が協働で実施する地域猫活動を支援しています。 

 また、人と動物が共生する社会の実現に向け、人の健康、動物の健康、環境の保全の３つの

分野の関係者が一体となり連携して対応する「ワンヘルス」の理念の啓発事業を実施してい

ます。 

このため、地域猫活動やワンヘルスに係る事業について皆さまのご意見をお聴かせいただ

き、今後の施策の参考とさせていただきたいと思います。 

併せて、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とした動物の愛護及び管理に関

する法律（昭和４８年法律第１０５号）が昨年度改正されましたので、改正内容の認知度に

ついてもお聴かせください。 

 

（保健医療介護部生活衛生課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域猫活動とは 

地域における、飼い主のいない猫の過剰繁殖やトラブルの防止のために、地域の合意の

もとに地域住民が主体となり、不妊・去勢手術の実施や餌・トイレの管理などを行い、猫を

適正に管理する活動。本活動により管理されている猫を地域猫という。 

一世代限りの飼養や新しい飼い主探しにより、将来的には地域から飼い主のいない猫が

いなくなることを目指す。 

※ 現在、県が行っている支援 

・市町村と地域住民とが行う地域猫活動に対する技術的な助言等の支援 

・不妊去勢手術費用を助成する市町村への補助金交付による支援 



問 1 あなたは、ここ数年以内に、飼い主のいない猫によって迷惑を受けたことがあります

か。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ ある 149 39.3% 

２ ない 230 60.7% 

 

 

 

問 2 あなたは、屋外にいる猫による生活環境被害を軽減するためにどのような対策が必要

だと思いますか。 

                         （n＝３７９ 選択は２つまで） 

選択肢 回答数 割合 

１ 飼い猫は屋内で飼育し、屋外に出さない 151 39.8% 

２ 飼い猫に迷子札を装着するなど所有者を明示し、餌やトイレ

管理など適正な飼養管理を行う 
191 50.4% 

３ 飼い主あるいは餌を与えている方が不妊去勢手術、餌の後片

付けやトイレ管理などマナーを守ってお世話する 
230 60.6% 

４ 追い払う、柵や塀の上に障害物を設置して敷地内への侵入を

防ぐなど、自分でできる対策をとる 
34 0.9% 

５ 飼い主のいない猫に対しては、地域住民の間でコミュニケー

ションをとり、地域猫活動を実施する 
103 27.2% 

６ その他 15 0.4% 
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［その他］（かっこ書きは回答数） 

・猫の飼い主の責任を明確にし、他人の所有物に損害を与えたときは責任追及できるように

すべき。（１） 

・自宅の敷地に来る猫にはエサを与えている。（１） 

・犬と同じように登録制とする。（１） 

・人間だけの地球ではないので、共存できる社会とならなければならない。（１） 

・条例による罰則を設ける。（野良猫への無責任なエサやり、屋外飼育の禁止、捨て猫等）

（３） 

・野良猫＝地域猫として、全てに避妊・去勢手術を行うことは費用対効果も見込めないた

め、行政の負担が増すばかりであることから、ある程度の処分は致し方ない。（１） 

・ペット販売の制限・縮小・禁止はできないか。（１） 

・野良猫と飼い猫の区別ができないため、飼い猫には首輪取付の義務化。（１） 

・保護猫活動等をしている団体、個人に対しての補助をしてほしい。（１） 

・その他（５） 

 

問３ あなたは、「地域猫活動」を知っていましたか。また、県が「地域猫活動」の支援事業

を行っていることを知っていましたか。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ 地域猫活動を知っており、県の支援事業も知っていた 31 8.2% 

２ 地域猫活動は知っていたが、県の支援事業は知っていた 109 28.8% 

３ どちらも知らなかった 239 63.1% 

 

 

問 4 あなたは、現在、猫を飼っていますか。または、今後飼いたいと思いますか。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ 現在、５匹以上飼っている 6 1.6% 

8.2%

28.8%

63.1%

問３

１

２

３



２ 現在、１～４匹飼っている 22 5.8% 

３ 現在は飼っていないが、今後飼いたいと思う 13 3.4% 

４ 現在は飼っておらず、飼いたいとは思っているが難しいと考

えている 
60 15.8% 

５ 現在は飼っておらず、今後も飼いたいとは思わない 278 73.4% 

 

 

問５ （問４で「１」～「２」を選んだ方にお尋ねします。） 

   あなたは、飼っている猫に不妊・去勢手術を実施していますか。 

                         （n＝２８ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ 実施している。 28 100% 

２ 実施していない。 0 0% 

 

問６ （問４で「１」～「２」を選んだ方にお尋ねします。） 

    あなたは、猫をどこで飼っていますか。 

                         （n＝２８ 選択は複数） 

選択肢 回答数 割合 

１ 屋外で飼育 0 0% 

２ 屋外と屋内を自由に行き来できる状態で飼育（主に屋外） 1 3.3% 

３ 屋外と屋内を自由に行き来できる状態で飼育（主に屋内） 3 10.0% 

４ 屋外には出さず、屋内で飼育 23 76.7% 

５ その他 3 10.0% 
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［その他］（かっこ書きは回答数） 

・事故や近所に動物嫌いの人があまりにも多いため、危なくて屋外には出せない。（１） 

・基本的に屋内だが、たまに散歩する。（１） 

・飼い猫以外に、敷地内に住み着いている猫がいる。（１） 

 

問７ あなたは、令和元年６月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 

が公布され、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたのを知っていますか。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ 知っていた。 50 13.2% 

２ 知らなかった。 329 86.8% 

 

問７－２ （問７で「１」を選んだ方にお尋ねします） 

ご存じの改正された（改正予定のものを含む）内容について教えてください。 

                         （n＝５０ 選択は複数） 

選択肢 回答数 割合 

１ 動物の所有者等が遵守すべき責務規定が明確化 33 28.0% 

２ 犬又は猫の所有者に対する適正飼養が困難な場合の繁殖防

止の義務化 
26 22.0% 

３ 動物虐待に対する罰則の引き上げ 33 28.0% 

４ 犬又は猫の所有者へのマイクロチップ装着の努力義務化（令

和４年施行予定） 
24 20.3% 

５ その他 2 1.7% 

 

［その他］（かっこ書きは回答数） 

・もっと罰則を引き上げてほしい。（１） 

・動物取扱事業者の義務の強化(対面販売の強化、動物取扱責任者の要件の拡充など)（１） 

・動物愛護管理担当職員の拡充（１） 
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問８ 人と動物が共生する社会の実現のためには、「人と動物の共通感染症対策」などワンヘ 

ルス（One Health）の理念の浸透が重要です。ワンヘルスの理念とは、「人と動物の健 

康及びそれらを取り巻く環境は相互につながっており、関係する学術分野が連携して問 

題解決に当たるべきという考え方」のことをいいますが、あなたは、このことについて 

知っていましたか。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ 全く知らなかった 297 78.4% 

２ 聞いたことはあったが、内容は知らなかった 64 16.9% 

３ 知っている 17 4.5% 

４ 専門的な知識を有しているため、よく知っている 1 0.3% 

 

 

問９ 県では、「人と動物の共通感染症対策」の他にも「医薬品等の適正使用」、「地球環境の 

保全」などワンヘルスに関する施策を推進しています。これらの施策に関して、あなた 

が、日常生活の中で取り組んでいることはありますか。 

                         （n＝３７９ 選択は複数） 

選択肢 回答数 割合 

１ 動物に触れた後は、手洗いを行い、清潔に保つ 314 82.8% 

２ ペットに口移しで食事を与えるなど、過剰な接触を避け、人

と動物の共通感染症にかかることを防止する 
204 53.8% 

３ 病院や薬局で処方された抗生物質は、すべて飲み切り、薬剤

耐性菌を生む要因の発生防止に貢献する 
140 36.9% 

４ 移動の際はできるだけ公共交通機関を利用し、地球温暖化の

防止に貢献する 
75 19.8% 

５ 登山や里山など野生動物が多く生息するような環境に出か

ける際は、マダニ等に咬まれないようにするため、長袖、長ズボ

ン等を着用し、肌の露出を少なくしている 

197 52.0% 

６ その他 9 2.4% 



 

［その他（抜粋）］（かっこ書きは回答数） 

・医薬品の過剰摂取防止。（３） 

・野生の動物には触らないようにしている。（１） 

・買い物の際にはレジ袋をもらわず、エコバッグを持参している。（１） 

・移動の際はできる限り歩いたり、自転車を利用している。（１） 

・近隣ではペットを見かける機会もないし接する機会も無い。（１） 

・家はの周りは、清潔にする（１） 

・あてはまるものなし（１） 

 

問１０ これまでの設問以外に意見がありますか。 

                         （n＝３７９ 選択は１つのみ） 

選択肢 回答数 割合 

１ ある 65 17.2% 

２ 特にない 314 82.8% 

 

［ご意見（抜粋）］（かっこ書きは類似回答数） 

・ペットの飼い主のマナーやモラルに係るもの（６） 

・多頭飼育に係るもの（４） 

・所有者の猫への餌やりに係るもの（10） 

・地域猫活動に係るもの（３） 

・マイクロチップ装着に係るもの（２） 

・動物に関する教育に係るもの（２） 

・ワンヘルスに係るもの（４） 

・ペットを飼うことに関する仕組みづくりに係るもの（14） 

・行政に期待する役割に係るもの（12） 

・その他（８） 

78.4%

16.9%

4.5% 0.3%

問８

１

２

３

４

82.8%

53.8%

36.9%

19.8%

52.0%

2.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

１ ２ ３ ４ ５ ６

問９


